
番号 商号又は名称 住      所 指名停止期間
要     綱
適用条項

指名停止理由

1 医療法人さくら会
愛知県春日井市篠木町８丁目
８番地１

自：令和６年４月９日
至：令和６年７月８日

第３第１項及び別表
第１第６号

該当者が、令和６年２月２０日に総務局で執行した「令和６年
度名古屋市職員の総合検診業務委託」の入札後資格確認型
一般競争入札において、落札決定後に契約の締結を辞退し
たことによる。

2
大成建設株式会社
中部支店

名古屋市中村区名駅一丁目１
番４号

自：令和６年５月７日
至：令和６年７月６日

第３第１項及び別表
第２第６号（１）イ

該当者が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央
新幹線南アルプストンネル新設（山梨工区）」にて発生した労
働災害の事実を、協力会社が労働基準監督署に報告せず、
該当者の使用人もこれに関与したため、該当者の使用人が
令和６年３月１９日に鰍沢区検察庁から略式起訴され、鰍沢
簡易裁判所より令和６年３月２６日に罰金刑とする略式命令を
受けたことによる。

株式会社魚国総本社
名古屋本部

愛知県刈谷市東新町５丁目１
１８番地

株式会社ミツオ
名古屋市熱田区新尾頭３丁目
４番２５号

メーキュー株式会社
名古屋市守山区下志段味三
丁目２３０２番地

日本ゼネラルフード株式会社
名古屋市中区千代田五丁目７
番５号

葉隠勇進株式会社
中部支店

名古屋市中区丸の内三丁目７
番１９号

株式会社松浦商店
名古屋市中村区椿町５番１７
号

令和6年度  指名停止事業者一覧

3

自：令和６年５月２２日
至：令和７年３月２１日

第３第１項、別表第
２第２号（１）

該当者が、本市が発注する中学校スクールランチ調理等業
務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を
行っていたとして、令和６年５月２２日に公正取引委員会から、
排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。

自：令和６年　５月２２日
至：令和６年１０月２１日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２

号（１）

該当者が、本市が発注する中学校スクールランチ調理等業
務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を
行っていたとして、令和６年５月２２日に公正取引委員会から、
排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによ
る。
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コンパスグループ・ジャパン株
式会社

東京都中央区築地五丁目５番
１２号

自：令和６年　５月２２日
至：令和６年１０月２１日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２

号（１）

該当者が、本市が発注する中学校スクールランチ調理等業
務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を
行っていたとして、令和６年５月２２日に公正取引委員会から、
課徴金減免制度の適用を受けたことによる。

東武トップツアーズ株式会社
名古屋支店

名古屋市中区丸の内２丁目１
８－２５

自：令和６年６月３日
至：令和６年９月２日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２
号（２）

該当者が、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者
移送業務の指名競争入札において、独占禁止法の規定に違
反する行為を行っていたとして、令和６年５月３０日に公正取
引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を
受けたことによる。

名鉄観光サービス株式会社
名古屋伏見支店

名古屋市中区栄２丁目１０番１
９号

株式会社ＪＴＢ
名古屋事業部

名古屋市中村区平池町
４－６０－１２

近畿日本ツーリスト株式会社
名古屋法人ＭＩＣＥ支店

名古屋市中村区名駅南
２－１４－１９

自：令和６年６月３日
至：令和６年９月２日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２
号（２）

該当者が、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者
移送業務の指名競争入札において、独占禁止法の規定に違
反する行為を行っていたとして、令和６年５月３０日に公正取
引委員会から、課徴金減免制度の適用を受けたことによる。

5
日本電設工業株式会社
中部支店

名古屋市中村区本陣通二丁
目２９番地

自：令和６年６月　６日
至：令和６年６月１９日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、交通局の発注した「上前津・鶴舞間1番線始め3箇
所トロリ線張替工事（特殊電気工事）（週休2日）」の作業現場
において、安全管理の措置が不適切であったため、令和６年
５月２１日に作業員が負傷する契約関係者事故を生じさせた
ことによる。

6
株式会社ニッコクトラスト
西日本支社
名古屋営業事務所

愛知県東海市富木島町東山４
自：令和６年６月１８日
至：令和６年７月１７日

第３第１項及び別表
第２第６号（２）イ

該当者が、名古屋市内の施設において、食中毒を発生させ
たことが食品衛生法第６条第３号に違反したとして、令和６年
６月１３日に名古屋市保健所から営業禁止処分を受けたこと
による。

3

4
自：令和６年　６月３日
至：令和６年１２月２日

第３第１項、別表第
２第２号（２）

該当者が、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者
移送業務の指名競争入札において、独占禁止法の規定に違
反する行為を行っていたとして、令和６年５月３０日に公正取
引委員会から、排除措置命令を受けたことによる。
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7 日本ゼネラルフード株式会社
名古屋市中区千代田五丁目７
番５号

自：令和６年６月１９日
至：令和６年８月１８日

第３第１項、第６第２
項（１）及び別表第２
第６号（２）イ

該当者が、長野市内の施設において、食中毒を発生させたこ
とが食品衛生法第６条第３号に違反したとして、令和６年６月１
４日に長野市保健所から営業停止処分を受けたことによる。

8 社会福祉法人共生福祉会
名古屋市北区山田町４丁目８
４

自：令和６年７月　３日
至：令和６年７月１６日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、環境局の発注した「西資源センターにおけるペット
ボトル選別・梱包・保管委託」の作業現場において、安全管理
の措置が不適切であったため、令和６年５月２８日に作業員が
負傷する契約関係者事故を生じさせたことによる。

9 株式会社タケコシ
名古屋市千種区新西二丁目８
番５号

自：令和６年７月１６日
至：令和６年７月２９日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、上下水道局の発注した「配水管移設工事等（単価
契約）第２工区」の作業現場において、安全管理の措置が不
適切であったため、令和６年６月２５日に作業員が負傷する契
約関係者事故を生じさせたことによる。

名古屋上下水道総合サービ
ス株式会社

名古屋市熱田区一番三丁目２
番４４号

第３第１項及び別表
第１第４号（２）

株式会社共立
名古屋市中川区中郷二丁目１
６０番地

第３第１項、第４第１
項及び別表第１第４
号（２）

11
アイリスチトセ株式会社
中部支店

名古屋市西区名駅２－２７－８
自：令和６年７月３１日
至：令和６年８月３０日

第３第１項及び別表
第２第６号（２）イ

該当者が、北海道札幌市内ほか５件の工事において、建設
業法第２６条第２項の規定に違反して、監理技術者を配置し
ていなかったとして、令和６年７月２６日に宮城県から、建設業
法に基づく営業停止処分を受けたことによる。

12 愛徳コンサルタント株式会社
愛知県豊田市大清水町大清
水３８番地１０

自：令和６年　７月３１日
至：令和６年１０月３０日

第３第１項及び別表
第１第６号

該当者が、令和６年７月２５日に財政局で執行した「名鉄名古
屋本線呼続地区立体交差化事業に伴う物件調査等業務委
託」の指名競争入札において、落札決定後に契約の締結を
辞退したことによる。

自：令和６年７月２４日
至：令和６年８月２３日

該当者が、上下水道局の発注した「上下水道取付管同時施
工等工事（単価契約）」の作業現場において、安全管理の措
置が不適切であったため、令和６年７月１１日に通行人が受傷
する公衆損害事故を生じさせたことによる。

10
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株式会社稲熊造園土木
名古屋市緑区神の倉四丁目１
７４番地

第３第１項及び別表
第１第４号（２）

有限会社花井造園
名古屋市緑区熊の前二丁目７
１０番地

第３第１項、第４第１
項及び別表第１第４
号（２）

14 株式会社アイワ設備
名古屋市守山区幸心４丁目１
１５番地２

自：令和６年　９月１０日
至：令和６年１２月　９日

第３第１項及び別表
第１第３号

上下水道局が発注した「守山水処理センター水処理設備改
修工事」（契約日：令和５年１０月１２日）において、該当者から
令和６年９月３日付で工事が続行不能である旨の届出が提出
されたことにより、名古屋市上下水道局工事請負契約約款第
４３条第１０号に基づき令和６年９月４日付で契約を解除したこ
とによる。

15 株式会社前田工務店
名古屋市昭和区緑町一丁目１
０番地

自：令和６年　９月１７日
至：令和６年１２月１６日

第３第１項及び別表
第１第２号

該当者が、住宅都市局が発注した「若宮高等特支整備及び
若宮商高改修工事」において、エレベーター棟、食品実習棟
及び渡り廊下の増築工事を行う際、受注者の判断により設計
図書と異なるアンカーボルトを使用したことによる。

16
株式会社タクマ
中部支店

名古屋市中村区名駅三丁目２
２番８号

自：令和６年　９月２０日
至：令和６年１０月　３日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、環境局の発注した「猪子石工場焼却炉及び関連
機器定期整備工事」の作業現場において、安全管理の措置
が不適切であったため、令和６年８月１４日に作業員が負傷す
る契約関係者事故を生じさせたことによる。

17 ユニテック株式会社
名古屋市西区丸野二丁目１０
番地

自：令和６年１０月　４日
至：令和６年１１月　３日

第３第１項及び別表
第１第４号（２）

該当者が、住宅都市局の発注した「桜山中始め２校６年次保
全改修その他工事（週休２日）」の作業現場において、安全管
理の措置が不適切であったため、令和６年７月３０日に生徒が
受傷する公衆損害事故を生じさせたことによる。

該当者が、緑政土木局が発注した「街路樹管理委託（緑－７）
及び道路除草管理委託（緑－４）」の作業現場において、安
全管理の措置が不適切であったため、令和６年８月２日に通
行した原動機付自転車運転手が受傷する公衆損害事故を生
じさせたことによる。

自：令和６年　９月３日
至：令和６年１０月２日

13
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18
ジービーコンストラクション株
式会社

名古屋市港区宝神二丁目２５
１０番地２号

自：令和６年１０月　８日
至：令和７年　１月　７日

第３第１項及び別表
第１第３号

緑政土木局が発注した「側溝等改良工事（中村－３）、市道大
島第４号線道路築造工事及び舗装道補修工事（中村－４）
（週休２日）」（契約日:令和６年７月１０日）始め４件において、
該当者から令和６年９月１９日に工事が続行不能である旨の
届出が提出されたことにより、名古屋市工事請負契約約款第
４３条第３号及び緑政土木局工事請負単価契約約款第３０条
第３号に基づき令和６年１０月３日に契約を解除したことによ
る。

19 ダイトー株式会社
名古屋市千種区千種３丁目１
番９号

自：令和６年１０月　８日
至：令和６年１０月２１日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、住宅都市局の発注した「中央高空調設備改修工
事」の作業現場において、安全管理の措置が不適切であった
ため、令和６年８月１４日に作業員が負傷する契約関係者事
故を生じさせたことによる。

損害保険ジャパン株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目２
２番２１号

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

名古屋市中村区平池町４－６
０－１２

東京海上日動火災保険株式
会社

名古屋市中区丸の内２－２０
－１９

21 星山興業株式会社
名古屋市守山区金屋二丁目３
９０番地

自：令和６年１１月　８日
至：令和６年１２月　７日

第３第１項及び別表
第２第６号（２）イ

該当者が、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反したと
して、令和６年９月６日に中部運輸局から輸送施設の使用停
止の行政処分を受けたことによる。

20
自：令和６年１１月　５日
至：令和７年　２月　４日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２
号（２）

該当者が、民間企業等が発注する損害保険契約において、
独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和
６年１０月３１日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課
徴金減免制度の適用を受けたことによる。
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株式会社スカイブルー
名古屋支店

名古屋市中区丸の内二丁目１
０番３０号

函屋株式会社
名古屋市南区鶴里町１丁目５
９番地

23 川野産業株式会社
名古屋市港区入場二丁目４０
２番地

自：令和６年１１月２９日
至：令和７年　５月２８日

第３第１項、第６第２
項（１）及び別表第１
第３号

上下水道局が発注した「富田ポンプ所機械設備補修工事」
（契約日:令和６年７月１２日）において、該当者から令和６年１
１月２１日に工事が続行不能である旨の届出が提出されたこと
により、名古屋市上下水道局工事請負契約約款第４３条第１
０号に基づき令和６年１１月２８日に契約を解除したことによ
る。

24 ミソノサービス株式会社
名古屋市北区平安二丁目１５
番５６号

自：令和６年１２月　９日
至：令和７年　３月　８日

第３第１項及び別表
第１第３号

住宅都市局が発注した「令和６年度名古屋市地価動向調査
の鑑定評価」（契約日:令和６年４月１９日）において、該当者
から令和６年１１月２５日に不動産鑑定業を廃業したため契約
を解除する旨の届出が提出されたことにより、名古屋市契約
規則第４５条第１項第４号に基づき令和６年１２月２日に契約
を解除したことによる。

25
株式会社佐藤渡辺
中部支店

名古屋市北区天道町三丁目１
５番地

自：令和７年　１月２４日
至：令和７年　９月２３日

第３第１項及び別表
第２第３号（２）

該当者の石川営業所長が、福島県石川町が発注した入札に
おいて、郡山区検察庁に談合罪で略式起訴されたことによ
る。

自：令和６年１１月２２日
至：令和７年　９月２１日

第３第１項及び別表
第２第８号

該当者が、交通局の発注した「減速ロードハンプ購入設置」
の指名見積合わせにおいて、株式会社スカイブルーが函屋
株式会社に対して見積金額を提示し、函屋株式会社がそれ
に従い見積内訳書を提出したという事実を本市公正入札調
査委員会が確認したことによる。

22



番号 商号又は名称 住      所 指名停止期間
要     綱
適用条項

指名停止理由

令和6年度  指名停止事業者一覧

26 株式会社マルケイ
名古屋市守山区瀬古３丁目１
４０８番地

自：令和７年　１月２９日
至：令和７年　２月１１日

第３第１項及び別表
第１第５号（２）

該当者が、住宅都市局の発注した「昭和スポーツセンター天
井脱落対策その他工事」の作業現場において、安全管理の
措置が不適切であったため、令和７年１月１５日に作業員が負
傷する契約関係者事故を生じさせたことによる。

パナソニック産機システムズ株
式会社
中部支店

名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

該当者が、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事
現場に配置していたとして、令和７年１月３１日に関東地方整
備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けたことによ
る。

パナソニックＥＷエンジニアリ
ング株式会社
中部支店

名古屋市中村区名駅南２丁目
７番５５号

該当者が、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者
として配置していたほか、実務経験を充足しない者を工事現
場に主任技術者として配置していたとして、令和７年１月３１日
に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を
受けたことによる。

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス
名古屋統括支店

名古屋市東区泉２丁目２７番１
４号

株式会社かんでんエンジニア
リング
東海支店

名古屋市南区立脇町２丁目６
番地

該当者が、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者
として配置していたほか、実務経験を充足しない者を工事現
場に主任技術者等として配置していたとして、令和７年２月４
日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令
を受けたことによる。

自：令和７年　２月　４日
至：令和７年　３月　３日

第３第１項及び別表
第２第６号（２）イ

27

28
自：令和７年　２月２８日
至：令和７年　３月２７日

第３第１項及び別表
第２第６号（２）イ



番号 商号又は名称 住      所 指名停止期間
要     綱
適用条項

指名停止理由

令和6年度  指名停止事業者一覧

住友重機械搬送システム株式
会社
大阪支社

大阪府大阪市北区中之島２丁
目３番３３号

 該当者が、特定地下式ＰＳ設置工事において、独占禁止法
の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年３月２４
日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制
度の適用を受けたことによる。

新明和工業株式会社
流体事業部営業本部中部支
店

名古屋市中区大須一丁目７番
１１号

該当者が、特定エレベーター方式ＰＳ設置工事において、独
占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７
年３月２４日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴
金減免制度の適用を受けたことによる。

ＩＨＩ運搬機械株式会社
パーキングシステム事業部
名古屋サービスセンター

名古屋市東区東桜２丁目６番
１１号

該当者が、特定地下式ＰＳ設置工事及び特定エレベーター
方式ＰＳ設置工事において、独占禁止法の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和７年３月２４日に公正取引委員
会から、課徴金減免制度の適用を受けたことによる。

30 株式会社青木電機
名古屋市西区菊井二丁目１１
番１２号

自：令和７年　３月２７日
至：令和７年　６月２６日

第３第１項及び別表
第１第３号

交通局が発注した「飛散防止形蛍光灯管の購入」（契約日:令
和７年１月２４日）において、該当者から令和７年３月２４日に
履行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和７年３
月２５日に契約を解除したことによる。

29
自：令和７年　３月２６日
至：令和７年　６月２５日

第３第１項、第６第４
項及び別表第２第２

号（２）


